
亀 山 市 告 示 第 ５ ７ 号  

亀 山 市 小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 実 施 要 綱 の

一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

   亀 山 市 小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 実 施 要

綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示  

 

亀 山 市 小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 実 施 要 綱 （  

平 成 ２ ２ 年 亀 山 市 告 示 第 ４ ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ４ 条 の 見 出 し 中 「 、 対 象 者 」 を 「 及 び 性 能 」 に 改 め 、 同 条 第 １

項 中 「 並 び に そ の 対 象 者 」 を 削 り 、 「 別 表 第 １ の 」 を 「 そ れ ぞ れ 別

表 第 １ の 左 欄 及 び 右 欄 に 定 め る 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 前 項 」 の

次 に 「 の 用 具 の 給 付 」 を 、 「 限 る 。 ） 」 の 次 に 「 で あ っ て 、 別 表 第

１ の 左 欄 に 掲 げ る 用 具 の 種 目 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 定 め る

者 」 を 加 え 、 同 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

た だ し 、 頭 部 保 護 帽 、 ス ト ー マ 装 具 （ 消 化 器 系 ） 及 び ス ト ー マ

装 具 （ 尿 路 系 ） の 給 付 に あ っ て は 、 在 宅 以 外 （ 入 院 中 又 は 施 設 入

所 に 限 る 。 ） の 場 合 に つ い て も 、 給 付 の 対 象 者 と す る 。  

別 表 第 ２ を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 第 ２ （ 第 ８ 条 関 係 ）  

日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 費 負 担 基 準  

世 帯 の 階 層 区 分  徴 収 基 準 月 額

（ 円 ）  

加 算 基 準 月 額

（ 円 ）  

Ａ  生 活 保 護 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律

第 １ ４ ４ 号 ） に よ る 被 保 護 世

帯 （ 単 給 世 帯 を 含 む 。 ） 及 び

中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国

の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中

国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配 偶 者

の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （  

平 成 ６ 年 法 律 第 ３ ０ 号 ） に よ  

０ ０  



 る 支 援 給 付 受 給 世 帯   

Ｂ  Ａ 階 層 を 除 く 当 該 年 度 分 の 市

町 村 民 税 非 課 税 世 帯  

１ ， １ ０ ０ １ １ ０  

Ｃ  Ａ 階 層 及 び Ｂ 階 層 を 除 き 当 該

年 度 分 の 市 町 村 民 税 均 等 割 の

額 の み 課 税 世 帯 （ 所 得 割 の 額

の な い 世 帯 ）  

２ ， ２ ５ ０ ２ ３ ０  

Ｄ １  Ａ 階 層 、 Ｂ

階 層 及 び Ｃ

階 層 を 除 き

当 該 年 度 分

の 市 町 村 民

税 の 課 税 世  

帯であって、

そ の 市 町 村

民 税 所 得 割

の 額 の 区 分

が 次 の 区 分

に 該 当 す る

世 帯  

所得割の年額 

３，０００円以下 

２ ， ９ ０ ０ ２ ９ ０  

Ｄ ２  ３，００１円～ 

５，８００円 

３ ， ４ ５ ０ ３ ５ ０  

Ｄ ３  ５，８０１円～ 

８，７００円 

３ ， ８ ０ ０ ３ ８ ０  

Ｄ ４  ８，７０１円～ 

１３，０００円 

４ ， ２ ５ ０ ４ ３ ０  

Ｄ ５  １３，００１円～ 

１７，４００円 

４ ， ７ ０ ０ ４ ７ ０  

Ｄ ６  １７，４０１円～ 

２２，４００円 

５ ， ５ ０ ０ ５ ５ ０  

Ｄ ７  ２２，４０１円～ 

２８，２００円 

６ ， ２ ５ ０ ６ ３ ０  

Ｄ ８  ２８，２０１円～ 

５８，４００円 

８ ， １ ０ ０ ８ １ ０  

Ｄ ９  ５８，４０１円～ 

７５，０００円 

９ ， ３ ５ ０ ９ ４ ０  

Ｄ １

０  

７５，００１円～ 

９６，６００円 

１ １ ， ５ ５ ０ １ ， １ ６ ０  

Ｄ １

１  

９６，６０１円～ 

１２１，８００円 

１ ３ ， ７ ５ ０ １ ， ３ ８ ０  

Ｄ １

２  

１２１，８０１円～ 

１７５，５００円 

１ ７ ， ８ ５ ０ １ ， ７ ９ ０  

Ｄ １

３  

１７５，５０１円～ 

２２１，１００円 

２ ２ ， ０ ０ ０ ２ ， ２ ０ ０  

Ｄ １

４  

２２１，１０１円～ 

３８０，８００円 

２ ６ ， １ ５ ０ ２ ， ６ ２ ０  

Ｄ １

５  

３８０，８０１円～ 

５４９，０００円 

４ ０ ， ３ ５ ０ ４ ， ０ ４ ０  

Ｄ １

６  

５４９，００１円～ 

５７９，０００円 

４ ２ ， ５ ０ ０ ４ ， ２ ５ ０  

Ｄ １

７  

５７９，００１円～ 

７００，９００円 

５ １ ， ４ ５ ０ ５ ， １ ５ ０  

Ｄ １

８  

７００，９０１円～ 

８４９，０００円 

６ １ ， ２ ５ ０ ６ ， １ ３ ０  

Ｄ １ ８４９，００１円～ ７ １ ， ９ ０ ０ ７ ， １ ９ ０  



９  １，０４１，０００円 

Ｄ ２

０  

１，０４１，００１円

以上 

全 額  左 の 徴 収 基 準

月 額 の １ ０ ％  

に 相 当 す る 額 。

た だ し 、 そ の

額が８，５６０

円 に 満 た な い

場合は８，５６０

円  

備 考  

１  徴 収 月 額 の 決 定 の 特 例  

（ １ ） Ａ 階 層 以 外 の 各 階 層 に 属 す る 世 帯 か ら ２ 人 以 上 の 児 童 が 、

同 時 に こ の 表 の 適 用 を 受 け る 場 合 は 、 そ の 月 の 徴 収 基 準 月 額

の 最 も 多 額 な 児 童 以 外 の 児 童 に つ い て は 、 同 表 に 定 め る 加 算

基 準 月 額 に よ り そ れ ぞ れ 算 定 す る も の と す る 。  

（ ２ ） １ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は 、 切 り 捨 て る も の と す る 。  

（ ３ ） 児 童 に 民 法 （ 明 治 ２ ９ 年 法 律 第 ８ ９ 号 ） 第 ８ ７ ７ 条 に 規 定

す る 当 該 児 童 の 扶 養 義 務 者 が な い と き は 、 徴 収 月 額 の 決 定 は

行 わ な い も の と す る 。 た だ し 、 児 童 本 人 に 市 町 村 民 税 が 課 さ

れ て い る 場 合 は 、 本 人 に つ き 、 扶 養 義 務 者 に 準 じ て 徴 収 月 額

を 決 定 す る も の と す る 。  

２  世 帯 階 層 区 分 の 認 定  

（ １ ） 認 定 の 原 則  

世 帯 階 層 区 分 の 認 定 は 、 当 該 児 童 の 属 す る 世 帯 の 構 成 員 及

び そ れ 以 外 の 者 で 現 に 児 童 を 扶 養 し て い る も の の う ち 、 当 該

児 童 の 扶 養 義 務 者 の 全 て に つ い て 、 そ の 市 町 村 民 税 の 額 等 に

よ り 行 う も の と す る 。  

（ ２ ） 認 定 の 基 礎 と な る 用 語 の 定 義  

ア  「 児 童 の 属 す る 世 帯 」 と は 、 当 該 児 童 と 生 計 を 一 に す る

消 費 経 済 上 の 一 単 位 を い う 。  

イ  「 扶 養 義 務 者 」 と は 、 民 法 第 ８ ７ ７ 条 に 定 め る 直 系 血 族 、

兄 弟 姉 妹 （ た だ し 、 就 学 児 童 、 乳 幼 児 等 １ ８ 歳 未 満 の 兄 弟

姉 妹 で 未 就 業 の 者 は 、 原 則 と し て 扶 養 義 務 者 と し て 取 り 扱



わ な い も の と す る 。 ） 及 び そ れ 以 外 の 三 親 等 内 の 親 族 で 家

庭 裁 判 所 が 特 別 の 事 情 が あ る と し て 、 特 に 扶 養 の 義 務 を 負

わ せ た 者 を い う 。 た だ し 、 児 童 と 世 帯 を 一 に し な い 扶 養 義

務 者 に つ い て は 、 現 に 児 童 に 対 し て 扶 養 を 履 行 し て い る 者

の ほ か は 、 認 定 に 際 し て 扶 養 義 務 者 と し て 取 り 扱 わ な い も

の と す る 。  

ウ  認定の基礎となるのは、所得税法（昭和４０年法律第３３

号 ） 、 租 税 特 別 措 置 法 （ 昭 和 ３ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 、 災 害

被 害 者 に 対 す る 租 税 の 減 免 、 徴 収 猶 予 等 に 関 す る 法 律 （ 昭

和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ７ ５ 号 ） の 規 定 及 び 平 成 ３ ０ 年 ８ 月 ３ ０

日 健 発 ０ ８ ３ ０ 第 ７ 号 厚 生 労 働 省 健 康 局 長 通 知 「 小 児 慢 性

特 定 疾 病 児 童 等 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 に お け る 寡 婦 控 除 等

の み な し 適 用 に 係 る 取 扱 い に つ い て 」 に よ っ て 計 算 さ れ た

地 方 税 法 に よ り 賦 課 さ れ る 市 町 村 民 税 （ た だ し 、 所 得 割 を

計 算 す る 場 合 に は 、 地 方 税 法 第 ３ １ ４ 条 の ７ 、 第 ３ １ ４ 条

の ８ 並 び に 同 法 附 則 第 ５ 条 第 ３ 項 、 第 ５ 条 の ４ 第 ６ 項 及 び

第 ５ 条 の ４ の ２ 第 ５ 項 の 規 定 は 適 用 し な い 。 ） 、 生 活 保 護

法 に よ る 被 保 護 世 帯 （ 単 給 世 帯 を 含 む 。 ） 及 び 中 国 残 留 邦

人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人

等 及 び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給

付（以下 「 支 援 給 付 」 と い う 。 ） で あ る 。  

エ  平 成 ２ ３ 年 ７ 月 １ ５ 日 雇 児 発 ０ ７ １ ５ 第 １ 号 厚 生 労 働 省

雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 局 長 通 知 「 控 除 廃 止 の 影 響 を 受 け る 費

用 徴 収 制 度 等 （ 厚 生 労 働 省 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 局 所 管 の 制

度 に 限 る 。 ） に 係 る 取 扱 い に つ い て 」 の 規 定 に よ っ て 再 計

算 し な い 取 扱 い を 原 則 と す る 。  

オ  生 活 保 護 法 に よ る 保 護 に つ い て は 現 在 生 活 扶 助 、 医 療 扶

助 等 の 保 護 を 受 け て い る 事 実 を 、 支 援 給 付 に つ い て は 支 援

給 付 を 受 け て い る 事 実 を 、 市 町 村 民 税 に つ い て は 当 該 年 度

の 市 町 村 民 税 の 課 税 （ 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律



（ 令 和 ２ 年 法 律 第 ５ 号 ） に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 第 ２ ９ ２

条 第 １ 項 第 １ １ 号 イ 中 「 夫 と 死 別 し 、 若 し く は 夫 と 離 婚 し

た 後 婚 姻 を し て い な い 者 又 は 夫 の 生 死 の 明 ら か で な い 者 で

政 令 で 定 め る も の 」 と あ る の を 「 婚 姻 に よ ら な い で 母 と な

っ た 女 子 で あ っ て 、 現 に 婚 姻 を し て い な い も の 」 と 読 み 替

え た 場 合 に 同 法 第 ２ ９ ５ 条 第 １ 項 （ 第 ２ 号 に 係 る 部 分 に 限

る 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） の 規 定 に よ り 当 該 市 町 村

民 税 が 課 さ れ な い こ と と な る 者 及 び 同 法 第 ２ ９ ２ 条 第 １ 項

第 １ ２ 号 中 「 妻 と 死 別 し 、 若 し く は 妻 と 離 婚 し た 後 婚 姻 を

し て い な い 者 又 は 妻 の 生 死 の 明 ら か で な い 者 で 政 令 で 定 め

る も の 」 と あ る の を 「 婚 姻 に よ ら な い で 父 と な っ た 男 子 で

あ っ て 、 現 に 婚 姻 を し て い な い も の 」 と 読 み 替 え た 場 合 に

同 法 第 ２ ９ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 当 該 市 町 村 民 税 が 課 さ

れ な い こ と と な る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 免 除 （ 地 方 税 法 第

３ ２ ３ 条 に よ る 免 除 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 有 無 を も っ て

認 定 の 基 準 と す る 。 た だ し 、 当 該 年 度 の 市 町 村 民 税 の 課 税

関 係 が 判 明 し な い 場 合 の 取 扱 い に つ い て は 、 こ れ が 判 明 す

る ま で の 期 間 は 、 前 年 度 の 市 町 村 民 税 に よ る こ と と す る 。  

（ ３ ） こ の 表 の 適 用 時 期  

毎 年 度 の こ の 表 の 適 用 時 期 は 、 毎 年 ７ 月 １ 日 を 起 点 と し て

取 り 扱 う も の と す る 。  

３  こ の 表 中 、 徴 収 基 準 月 額 欄 に 「 全 額 」 と あ る の は 、 当 該 児 童

の 措 置 に 要 し た 費 用 の 全 額 に つ い て 、 利 用 者 が 負 担 す る 。  

４  徴 収 基 準 額 の 特 例  

災 害 等 に よ り 、 前 年 度 と 当 該 年 度 と の 所 得 に 著 し い 変 動 が あ

っ た 場 合 に は 、 そ の 状 況 等 を 勘 案 し て 実 情 に 即 し た 取 扱 い を す

る こ と が で き る も の と す る 。  

５  生 活 保 護 基 準 の 見 直 し に 伴 う 特 例  

Ｂ 階 層 に 属 す る 世 帯 の う ち 、 特 に 困 窮 し て い る と 市 長 が 認 め

た 世 帯 の 負 担 基 準 に つ い て は 、 「 児 童 福 祉 法 に よ る 保 育 所 運 営



費 国 庫 負 担 金 に つ い て 」 （ 昭 和 ５ １ 年 ４ 月 １ ６ 日 厚 生 省 発 児 第

５ ９ 号 の ２ 厚 生 事 務 次 官 通 知 ） 第 ４ 保 育 所 徴 収 金 （ 保 育 料 ） 基

準 額 表 備 考 ３ （ ３ ） の 規 定 に 準 じ 、 Ａ 階 層 と 同 様 に 取 り 扱 う こ

と が で き る も の と す る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  


